
第16回船橋市動物愛護管理対策会議（令和3年6月2日） 

1 

 

第 16回船橋市動物愛護管理対策会議議事録 

 

令和 3年 6月 2日（水） 

船橋市保健福祉センター3階  

保健検査室、歯科検診室 

 

［議題］ 

○開会前 

1. 事務局説明 

2. 保健所長あいさつ 

○開会後 

1. 「船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン（案）」について 

2. 次回の会議について 

 

---------------------------------------- 

 

［開会前］ 

1. 事務局説明 

 本日、欠席者なしの旨報告があった。 

 

―――――――――――――――― 

 

2. 保健所長あいさつ 

○保健所長 船橋市保健所長の筒井です。 

 委員の皆様方におかれましては、日頃本市の市政

に対しご理解をいただき、誠にありがとうございま

す。会議開催にあたりまして、一言ご挨拶させてい

ただく。 

 動物愛護管理対策会議は、本日で 16 回目の開催

となる。途中、委員の任期終了などで一部委員が変

わっているが、第 1 回は、平成 28 年 2 月に立ち上げ

た。内容については、色々とご議論いただいたが、

事務局としても課題であった、地域における飼い主

のいない猫対策を中心にご議論を重ねてきた。これ

については、第 1 回以降、断続的な形だが、飼い主

のいない猫対策についてご議論いただいた。また、

途中、国において動物愛護管理法の改正が行われ、

その内容も踏まえつつ、この会議では、引き続き条

例の改正についても、この場でご議論いただいた。

条例改正については、この会議のご議論を踏まえ、

前回の議会で議決し、条例が成立し、来月 7月から

改正条例が施行される。 

国の法律についても、動物取扱業者の飼養管理基

準の具体化が行われ、昨日 6月 1 日から新しい管理

基準が適用されている。 

残っているのが、ガイドラインの関係となる。7月

に改正条例が施行されるので、これに合わせ、ガイ

ドラインも 7 月から始められればと思っている。事

務局で、これまでガイドランに関してご議論いただ

いたものについて、最終案という形で整理し、本日

示させていただく。 

委員の皆様方には、これまでヒアリングなどもあ

ったが、その内容も含め事務局で再度整理している

ので、本日は限られた時間内だが、活発なご議論を

お願いしたいと思う。 

最後になるが、新型コロナウイルス感染症に関し

ては、本市でも高齢者に対するワクチン接種が始ま

った。ワクチン接種については、船橋市民は 64万人

いるので、我々も一生懸命頑張っていかなければい

けないが、どうか皆様方も新型コロナウイルス感染

症予防へのご協力をお願いして、会議開催の挨拶と

させていただく。 
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…………………………………………… 

 

午後 2時 5分開会 

 

 会議の公開・非公開、傍聴者について 

 中村会長から、本日の会議は公開とすること、4人

の傍聴申し出があったことの報告があった。 

 

------------------------------ 

［傍聴者入室］ 

 

1. 「船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン

（案）」について 

［説明］ 

○動物愛護指導センター所長 資料1、修正箇所が

分かる資料を用い、船橋市犬猫の飼養・管理に関す

るガイドライン（案）について説明する。 

前回の会議までに、ガイドラインの素案に対し、

沢山のご意見をいただきありがとうございました。 

委員の皆様からいただいたご意見を参考に、船橋市

犬猫の飼養・管理に関するガイドライン（案）を作

成したので、これについて説明する。なお、当初の

予定どおり、条例の一部改正の施行と合わせ、7月

1日にガイドラインの発行を予定している。 

1ページをご覧ください。「はじめに」は、近

年、幅広い世代の多くの人がペットを飼養してお

り、ペットは伴侶動物（コンパニオンアニマル）と

してより人に近い存在になっている。一方、動物が

人と一緒に生活する存在として社会に受け入れられ

るためには、人と動物の関わりについても十分に考

慮したうえで、その飼養及び管理を適正に行うこと

が求められている。このガイドラインは、犬や猫を

飼養・管理するにあたり、飼い主としての心構えと

望ましい飼い方や管理方法、本市の取組みについて

示し、「人と動物との調和のとれた共生社会の実

現」を目指すための一助となることを願い作成し

た。 

2ページをご覧ください。黄色の部分が、前回の

会議から修正した箇所となる。表題などの修正箇所

については、後程その部分で説明する。なお、最終

的に、目次にはページ番号を入れ整理する。 

3ページをご覧ください。グレーの網掛け部分

は、委員のご意見を受け前回の会議までに修正し、

ご確認いただいている部分です。 

「1 犬や猫を飼い始めるにあたり考慮すべきこ

と」についてです。表題の「方へ」という表記を、

他の表記とそろえるため、文言を整理した。犬や猫

を飼うことは、自分以外の「命」を預かり、その一

生について責任をもって面倒を見ることです。ま

た、自分が最後まで責任を持って飼えるか、飼い始

める前によく考える必要がある。これは、今回の条

例改正にも加えた内容です。 

「⑴ 飼う前に考えること」として、人の都合

で、犬や猫が飼えなくなることを防止するために、

住環境、アレルギーや飼い主となりたい人の年齢な

どをチェック項目で示した。また、ライフスタイル

の変化や、病気など、飼い主の都合により飼えなく

なる場合もあり得るので、そのような場合に備えた

準備が必要なことも示した。 

「⑵ どこから犬や猫を迎えますか？」には、犬

や猫の迎え方は、ペットショップやブリーダーから

購入するだけではなく、動物愛護指導センターや、

ボランティアなどから、保護犬や保護猫を迎える方

法もあることを示した。 

「⑶ 最後まで世話ができますか？」には、犬や

猫は20年以上生きることもあるので、明らかに飼

えない状況になることが分かっているのに、飼い始

めてしまうのは無責任であること、万一のときに備

え、代わりに最後まで飼ってくれる人を見つけてお

くことなどを示した。 

5ページをご覧ください。ここからは、「2 飼い

犬の飼養・管理」についてです。表題について、先

程と同様に、「方へ」という文言を他の表記に揃

え、飼い犬の飼養・管理についてと修正した。 

「⑴ 犬の登録と狂犬病予防注射の実施」につい

ては、狂犬病予防法に基づき、飼い犬は、一生に1

回の登録が必要なこと、年に1回狂犬病予防注射を

受けさせ、鑑札と注射済票を首輪などで犬に着ける
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ことが義務付けられていることを示した。 

「⑵ 犬の係留義務」について、見出しと本文の

表現を、条例に合わせ、犬は係留しておくことが義

務付けられているという記載に修正した。また、犬

は公園などで遊ばせる時もリードを放さないこと

や、店先に係留するのは、こう傷事故などの原因と

なるのでやめていただくことなどを示した。 

「⑶ 適切なリードの使用」について、散歩時に

犬による飛びつきやこう傷事故などを防止するため

に、散歩は犬を制御できるリードを使い、犬を確実

に制御できる人が行うことを示した。また特に、伸

縮リードは、周囲の人には伸びるということが分か

らないため、ふいに犬が動いて予想外に飼い主から

離れるようなことがあると、大事故やトラブルにつ

ながる恐れもあるため、伸縮リードは、犬を制御可

能な長さにロックして使用することを示した。ま

た、次のページになるが、リードの使用について

は、事故防止の観点から重要ですので、チェックボ

ックスに確認事項を記載した。 

6ページをご覧ください。「⑷ ふんの持ち帰り

義務」については、条例改正に係る部分であり、条

例の表記に合わせ、ふんの置き去り禁止から、持ち

帰り義務と修正した。また、日頃から、散歩時では

なく、自宅で排泄するしつけを行うことを示した。 

「⑸ こう傷事故（かみつき事故）発生時の措

置」について、飼い犬が、人をかんでしまった場合

は、条例に基づく届出が義務付けられていることを

示した。また、犬による危害防止のため、犬を飼養

している旨を表示することが義務付けられているこ

とを示した。 

「⑹ しつけ（周辺地域の住民や環境への配

慮）」については、飼い犬自身の安全や、周囲の人

に迷惑をかけないために、しつけは必要なことを示

した。 

7ページをご覧ください。「⑺ 逸走（脱走）防

止」については、犬は大きな音が苦手なので、雷や

花火などでパニックになって外に飛び出さないよう

に、逸走を防止する対策が必要なことや、日頃、首

輪やケージなどに不具合が無いか確認することが必

要であることなどを示した。 

「⑻ 所有明示」については、飼い主の氏名、電

話番号などの連絡先を記した首輪や名札、マイクロ

チップなどを装着するよう努めること、また、犬猫

等販売業者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装

着することが義務付けられていることを示した。 

「⑼ 繁殖制限」について、犬の生理について記

載し、子犬が見たいという一時の感情で安易に出産

させたり、無計画に出産を繰り返すと、すぐにきち

んと世話ができる数を超えてしまうことを記載し、

繁殖を管理することは飼い主の責務であることを示

した。 

 8ページをご覧ください。「⑽ 動物の病気や感

染症などの知識と予防」については、動物の病気の

予防、食べ物、飼養環境などで気を付けなければい

けないことを記載した。さらに、人と動物の共通感

染症の予防にも努めていただくことを示した。 

 9ページをご覧ください。「⑾ 災害対策」につ

いて、いざというとき、ペットを守れるのは飼い主

だけなので、避難する場合にはペットと一緒に避難

場所に避難する同行避難が基本なこと、日頃からの

備えが大切なことを示した。日頃からの備えとし

て、迷子札の装着、災害時に必要な健康管理としつ

け、災害時に持ち出すものや避難にあたって準備し

ておかなければならないことを詳しく説明してい

る。なお、事前に配布した資料から修正した部分

を、緑色で示している。ペットは家族の一員でもあ

るので、ペットのための避難用品を人の避難用品と

共に保管していただくことを加えた。 

10ページをご覧ください。チェックボックスの

中で、首輪、猫の場合はハーネスとしていたが、ハ

ーネスは避難生活で痩せてしまった場合抜けてしま

う事例もあるため、首輪、リード、ハーネスと修正

し、動物によって必要なものを用意していただく記

載とした。 

「⑿ 多数の犬又は猫の飼養（多頭飼育）に係る

届出」について、条例改正に加えた事項となるが、

犬・猫合わせて10頭以上飼う場合は、届出が必要

なことを示した。また、沢山の犬や猫を飼養するこ

とは、手間や費用がかかり、地域住民へも配慮が必

要なことを示した。 
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 11ページをご覧ください。「⒀ 終生飼養」につ

いて、飼い主には、ペットがその命を終えるまで適

正に飼う責務があることを示し、また、結婚・離

婚、出産、転職などの生活スタイルの変化、飼い主

自身が病気や高齢になった、経済的な理由、引っ越

し、家族のアレルギーや近所から苦情がきたなど、

飼い主の都合でペットを手放すことになった例が多

くあるため、将来への備えなどを具体的にチェック

ボックスで示した。 

「⒁ シルバー世代とペット」について、シルバ

ー世代の飼い主とペットがともに幸せに暮らせるよ

うに、これから動物を飼う場合には慎重に判断する

ことが必要なこと、万が一自分が病気などになって

しまって、飼い続けることができなくなった時にど

うするか。そんなことも考えて対策を取っておくこ

とがシルバー世代のペットへの責任であることを示

した。 

12ページをご覧ください。「⒂ 万が一、飼い続

けることが難しくなったら」について、どうしても

飼えなくなったときは、新たな飼い主を探すこと

も、飼い主の責務であることを示した。これは、今

回の条例改正で加えた部分でもある。 

「⒃ 虐待・遺棄に関する法律と罰則」につい

て、動物愛護管理法に基づき、虐待や遺棄に関する

規制について示した。 

14ページをご覧ください。「3 飼い猫の飼養・

管理」について、こちらも、表題の「方へ」という

表記を、他の部分と合わせ、飼い猫の飼養・管理に

ついてと修正した。 

「⑴ 飼い猫の屋内飼養」については、条例改正

で加えた事項になるが、条例により、飼い猫を屋内

で飼うよう努めることが規定されていることを示し

た。また、屋内で飼うことのメリットや、屋内で猫

が快適に暮らせる環境を整える方法について具体的

に示した。 

「⑵ 逸走（脱走）防止」について、猫は、ドア

の隙間や、窓や網戸を開けて外へ出てしまう事例が

多く聞かれるので、それらを防止する方法を具体的

に示した。 

「⑶ 所有明示」について、犬と同様に、飼い主

の氏名、電話番号などの連絡先を記した首輪や名

札、マイクロチップなどを装着するよう努めること

に加え、猫用の首輪について例示した。 

15ページをご覧ください。「⑷ 繁殖制限」につ

いて、猫は、年間何回も出産ができ、繁殖力が強い

動物であることを示し、繁殖を管理することは飼い

主の責務であることを記載した。 

「⑹ 災害対策」については、猫の場合、キャリ

ーケースをかくれ場所にしておくと、災害時の避難

に役立つこと、リード、首輪やハーネスに慣らすな

ど、災害時にペットの安全の保持と事故の防止に努

めることを示した。また、犬の災害対策で説明した

ように、逸走防止に首輪も有効となるので、首輪の

記載を加えた。 

 17ページをご覧ください。ここから「4 飼い主

のいない猫対策」の部分について説明する。 

「⑴ 飼い主のいない猫の現状と基本的な考え

方」、「⑵ 猫の飼養形態による分類」について、文

言の整理などを行っているほか、⑴で、市で収容し

た猫について、返還・譲渡の努力を行うことを示し

た。 

18ページ、「⑶ 飼い主のいない猫へのかかわり

方」については特に修正はない。 

19ページをご覧ください。こちらは前回提示し

たとおり、全て削除した。 

20ページをご覧ください。ここから22ページに

かけて、「⑷ 飼い主のいない猫対策の考え方」に

ついて示している。前回会議でも多数のご意見を頂

いた部分になるが、まずローマ数字Ⅰとして、「飼

い主のいない猫への地域での取組み」を、ローマ数

字Ⅱとして、「動物愛護管理法に基づく猫の引取

り」の2段構成に修正した。ローマ数字ⅠのAから

Cとして、飼い主を探し、屋内での飼養を目指すこ

と、TNR活動、地域猫活動についてそれぞれ示し

た。 

21ページをご覧ください。先ほど説明したとお

り、ローマ数字Ⅱとして、動物愛護管理法に基づく

猫の引取りについて示した。前回までの意見を受
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け、まず飼い主のいない猫対策としてAからCまで

の対策を講じていただいても周辺の生活環境が損な

われる事態が継続している場合は、動物愛護指導セ

ンターは、動物愛護管理法に基づき、その原因とな

る猫の引取りを行わなければならない。なお、動物

愛護指導センターで引取った猫は、できるだけ譲渡

に努める。 

22ページをご覧ください。飼い主のいない猫対

策の検討例を図示したものになる。「⑷ の飼い主の

いない猫対策の考え方」についても再構築した。大

きな修正点として、引取りについて生活環境が損な

われる事態が引き続き生じていることが前提である

ことを明記したこと、市として譲渡の努力を行う事

を明記した。 

23ページをご覧ください。「⑸ 地域猫活動」に

ついて説明する。「1 それぞれの関係性」として、

地域猫活動者や町会自治会などを含む地域住民、

市、動物愛護団体、動物病院それぞれからの関わり

方について示した。 

24ページをご覧ください。それぞれの関係性に

ついて図示したものが図3になる。次に、「2 地域

猫活動の実際」について示した。取組みの準備とし

て必要なもの、そして最も重要な事項として、地域

の理解と合意形成、そのうえでの活動のルール作り

と試行について示した。 

25ページをご覧ください。地域猫活動の実際と

して、「④ 地域住民への周知」について示した。

こちらについては、この後ご議論いただきたい。そ

の他、「⑤ 餌やり」、「⑥ トイレ」については、

地域猫活動を行うにあたり、その衛生環境の保全に

は必須の事項となる。 

26ページをご覧ください。「⑦ 繁殖制限」につ

いて示した。地域猫活動の猫を減らすという目的に

おいて、繁殖制限の徹底は必須です。また、「⑧ 

その他・被害防止軽減対策」、「⑨ 活動報告」につ

いて示した。「⑧ その他・被害防止軽減対策」は

実際に猫の被害を受けている方への配慮として必要

であること、捨て猫の防止について示した。「⑨ 

活動報告」は、町会などに定期的な報告をすること

による、理解の継続や地域猫活動の評価に必要であ

ることを示した。 

27ページをご覧ください。こちらは地域猫活動

の流れを図示したものです。 

 28ページをご覧ください。迷惑防止策について

示した。こちらは実際に被害を受けている人向けの

対策について示した。 

 29ページをご覧ください。最後のセクションと

して、「5 人と動物との調和のとれた共生社会の実

現をめざして」について示した。市、市民等、町会

自治会、獣医師会を含む動物病院、動物取扱業者そ

れぞれの立場からの関わり方について示した。市

は、飼い主への助言、指導を行うこと、市民一人一

人は動物を周囲の迷惑にならないよう責任をもって

飼養すること、町会自治会は、地域のつながりを深

めることなどについて示した。 

30ページをご覧ください。前回のご指摘を受

け、動物が迷子になった際などの連絡先として、近

隣保健所などへ連絡する旨記載を加えた。 

31ページをご覧ください。「6 関係法令」につ

いては、表紙付きの完成版をご覧ください。 

説明は以上になる。 

 

 ……………………………………… 

 

○中村会長 お聞きのとおりです。前回までの会議

でガイドライン（素案）の内容について協議してき

たが、本日がガイドライン発行前の最後の会議とな

るので、事務局と私で相談し、次にあげる重要な事

項について、本日再度確認していきたいと思う。項

目としては、まず、前回の会議で時間が足りず、会

議後にご意見をいただいた、「① 地域猫活動者へ

の質問」について協議し、次に、改めて当会議とし

て確認しておきたい点として、「② 所有者の判明

しない猫の引取り」について、「③ 地域猫活動に

おける責任の所在について」、最後に、より議論を

深めたい点として、「④ 地域猫活動における地域

住民への周知の方法の検討」としたい。 

では、前回時間が無く、会議の中で地域猫活動者

へ伺えなかった点として、会議後にご意見をいただ

いた、「① 地域猫活動者への質問」について、事
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務局から、ご説明をお願いする。 

〇動物愛護指導センター所長 第 15 回会議後に平

川副会長から地域猫活動者に伺えなかったご意見と

して事務局が受け、それを NPO 法人ふなばし地域

猫活動の清水代表に伺い、清水代表から回答をいた

だいたので、ご質問の趣旨とその回答を報告させて

いたく。 

平川副会長からの質問の全文が参考資料1の1ペ

ージ目になり、2 ページ目以降にその趣旨と清水代

表からの回答を記載した。 

 まず一点目、地域猫活動は飼い主のいない猫を 0

にするものなのかというものです。 

 清水代表からは、地域猫活動の目的は、飼い主の

いない猫によるトラブルをなくす活動であるとの話

があった。猫の多い少ないではなく、猫により住民

間でトラブルとなっているかどうかであり、また地

域の環境美化のための活動であるという認識が必要

となる。 

次に、地域猫活動の終わりについてです。 

清水代表からは、管理している猫がいなくなるこ

とが地域猫活動の終了であるとの回答があった。し

かし、実際に猫が減少に転ずるまでは、年単位で時

間がかかることや、最後の1、2匹を活動者などが保

護して終了するといったパターンもあるそうです。 

当然、新たな猫の流入は起こり得るとのことですが、

その猫を管理していくかどうかは地域の判断になる

ことや、流入以外の捨て猫などを防止することが重

要となる。 

3 点目です。地域猫活動と町会自治会の関わりに

ついてです。 

清水代表からは、町会自治会の協力の影響は大き

いとの回答があった。町会自治会の協力があれば、

活動が点から面になり、問題解決のスピードが上が

る。加えて、町会内で勉強会を開き、住民に選択の

機会を与えることなどのアドバイスがあった。また、

勉強会を開催する際や一年ごとに役員が変わる場合

のフォローなどには、センター職員の関りが必要で

はないかとの市への意見もいただいた。 

 ここまで、平川委員からのご意見に対する清水代

表の回答について説明いたしたが、これらを受けて

事務局よりガイドライン案の一部修正について提案

する。 

 ガイドライン 20 ページをご覧ください。「C 地

域で管理する猫を決め最後まで世話をする」の項目

中で、地域猫活動の目的について、「地域猫活動は地

域住民と飼い主のいない猫との共生を目指し、不妊

手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にし

ていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくし

ていくことを目的としています」と示している。こ

ちらについては、今回の清水代表のご意見や、当会

議でご協議いただいてきたご意見を踏まえ、また第

13 回の対策会議で、地域猫活動の目的を、「当面の

間、地域の猫によるトラブルを軽減しつつ、その猫

の命を全うし、将来的に飼い主のいない猫を減らし

ていくこと」と示しているように、当該部分につい

て、第 13 回対策会議で示したような文言に修正す

ることを提案する。 

 事務局からの説明は以上です。 

〇中村会長 今の説明について、ご意見をいただい

た平川副会長から、補足することはあるか。 

〇平川副会長 地域猫活動には、色々な活動がある

のではないかと思う。一つとして、猫を減らしてい

くという活動。動物愛護指導センターから聞かれた

ときに言ったが、谷中は地域で猫を管理していると

いうか、商店街の売りにして、その猫たちを見にお

客さんが来て、地域にお金を落としてくれる。それ

も地域猫活動の一つの形態だろうと思った。そうい

う形で色々あろうと思った。ただし、今、私共がガ

イドラインを作成していく中で目指してきたのが、

地域で飼い主のいない猫を減らしていく努力、これ

を進めていくということでずっと話をしてきた。そ

の中で、町会自治会の関わりが出てきて、理解も必

要となる。それは分かる。例えば、私や石川委員が

行っているのは、そこに住んでいるかわいそうな猫

をゼロにしたいということで努力している。ゼロに

なれば、その活動は終わる、なかなかゼロにするの

は難しいが。地域猫活動も同じことを目指している

のか、それとも色々の手法があって、それを町会に
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説明するときに、その地域によってやり方が違いま

すというのでは、なかなか町会自治会としては説明

をしにくい。またもう一つは、途中で方針が変わっ

た時に、町会自治会は未来永劫承認を与えたわけで

はないと思う。町会自治会も人が変わり、居住者や

会長が変わってくると状況が変わってくるので、そ

の活動について意見がでてくる可能性がある。だか

ら、そこで町会自治会が了解したからといって、ず

っとそこで行ってよいということではないというこ

とだけご理解を頂ければと思う。 

〇中村会長 ありがとうございます。それでは、再

度まとめると、事務局から、20 ページの「C 地域

で管理する猫を決め、最後まで世話をする。（地域猫

活動）」の目的について、現行案では、「地域猫活動

は地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、

不妊手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫

にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をな

くしていくことを目的としています。」とあるが、こ

れまでの当会議でのご意見や活動者のご意見を受け、

地域猫活動の目的は、｢地域の合意を得たルールを作

り、そのルールに基づいて猫を適切に飼養・管理す

ることで、当面の間、地域の猫によるトラブルを軽

減しつつ、その猫の命を全うし、将来的に飼い主の

いない猫を減らしていくこと。｣と修正したいという

提案があったので、このとおりでよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 ありがとうございます。では、そのと

おりとする。 

 

 ……………………………………… 

 

〇中村会長 では、次に、「② 所有者の判明しない

猫の引取り」について、事務局から、再度説明をお

願いする。 

〇動物愛護指導センター所長 所有者の判明しない

猫の引取りについて説明する。参考資料2をご覧く

ださい。一番上の枠内に法第35条の1項、及び第3

項について、上から 2 番目の枠内に令和元年 10 月

に行われた中央環境審議会動物愛護部会に用いられ

た資料の一部抜粋を載せてある。令和2年の改正法

の施行に向け、この中央環境審議会動物愛護部会に

おいて、複数回審議が行われている。その審議会に

おいて、法第 35 条第 3 項についても審議されてい

る。法第35条第3項については、基本的な考え方と

して、所有者不明の犬猫の引取りについては、生活

環境被害を防止することが目的であることから、周

辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがあ

る場合は、行政が引取った上で、返還・譲渡に努め

ることが重要であるとされている。一方で、平成24

年の法改正時の付帯決議に基づき、所有者不明の犬

猫の引取りを拒否する自治体もあったことから、今

回の法改正では、従来の法の規定と実態との整合性

を図るために、法第35条第3項にも、引取りを拒否

できる場合が規定された。具体的には下から2番目

の枠内で示したように施行規則などが併せて改正さ

れ、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れ

がないと認められる場合と、都道府県などの条例、

規則に定める場合は拒否できると規定された。 

市では、今回の法改正や法の趣旨を鑑み所有者の判

明しない猫の引取りをその拾得者などから求められ

た場合は、引取り以外の対策、対応によって猫によ

る被害などを防止する方法がとれるかなど、拾得者

に十分聞き取りを行う。その上で、周辺の生活環境

が損なわれる事態が生じるおそれがある場合や、幼

齢などで動物の健康や安全を保持するために必要な

場合には、引取りを行う。なお、引取りを行った犬

又は猫については、譲渡に努める。 

〇中村会長 前回の会議で、他の自治体では引取り

を行わない事例が提示されたり、ガイドラインなど

で記載しない方法もとれるのではという意見があっ

たが、今の説明を受け、ご意見のある方は挙手を願

う。 

（発言者なし） 

〇中村会長 皆さん、意見は出尽くしたということ

とでよろしいか。では、当会議としては、所有者の

判明しない猫の引取りについては、法律に基づいて

行われる市の事務であると考えますが、ガイドライ

ンへの記載については、案のとおりでよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 ありがとうございます。 
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 ……………………………………… 

 

〇中村会長 次に、「③ 地域猫活動における責任の

所在」について、協議する。 

前回の会議で、地域猫活動者から、「主体は『地域

住民（全体）』とする。世話する人に全てを押し付け

てはいけない。」と、ご意見がご提出された。一方、

地域猫活動者と意見交換の中で、平川副会長から、

「自分が地元で餌やりをしている人に、あなたが飼

い主だと言っているように、地域猫活動者が飼い主

としての自覚をもって猫の世話をしているのかよく

分からない。」とご発言があった。また、地域猫活動

者からは、「船橋市の地域猫活動が少し停滞してしま

った原因は、行政が登録制度を設けたのに対し、活

動者が、きちんとルールを守れなかったことではな

いか。」というご意見があった。見直し前のガイドラ

インでは、苦情処理は市の役割と位置付けていたと

ころ、市の地域猫活動がうまくいかず、見直しに至

ったという背景もある。 

これらを踏まえ、ガイドライン案では、活動の主

体者が地域猫に関する問題に対応するという構成に

なっている。地域猫活動における責任の所在につい

ては、ガイドライン案のとおりでよろしいか。 

〇平川副会長 改めて責任者と言われると、何とい

ってよいか分からないが、私が主張しているのは、

地域で餌やりをしている人は、明らかに責任者であ

る。そこに、地域猫活動として団体が関わってくれ

ば、そこも責任の一端を取るべきと思う。そこで困

るのが、町会自治会が承認したのだから責任を取れ

と言われると非常に辛い部分がある。基本は、責任

の主体は、餌やりをしている人、地域猫として餌や

りをしているのであれば、その地域猫活動団体、個

人で餌やりをしていれば、その個人と理解をしてい

る。そのことについて、町会自治会が承認したのだ

から責任を取れと言われても、町会自治会は責任を

取れないので、承認がしにくい。 

〇佐藤委員 責任の主体は、地域猫活動に取り組ん

でいる人でよいと思うが、やはり何か抱えきれない

問題が起きた時には、市に対し相談した時に、助言

や何らか一緒に手伝ってくれる、例えばすごく苦情

がきた時に、一緒になってそれを解決してくれるよ

うな助けがある。それは書いては無いが、多分ある

のではないかと思うので、そういうことであれば、

この書き方で大丈夫かと思う。 

〇動物愛護指導センター所長 今の佐藤委員のご意

見に対し回答する。市は、問題があった時に、活動

の主体者から動物愛護指導センターが相談を受けた

時は、図3に書いてあるとおりと考える。市の関与

としては、指導や助言という形でフォローしていく

ようになると考える。 

〇中村会長 よろしいか。それぞれ定義があるので、

ご理解されていると思うが、ガイドライン案では、

活動の主体者が地域猫に関する問題に対応するとい

うことでよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 ありがとうございます。 

〇南川委員 書き方の問題かもしれないが、23ペー

ジの、①地域住民の中のア、イ、ウが、イが住民（町

会自治会など）と書いてあり、地域猫の世話をする

人と猫に困っている人が住民でないような、表現上

見えてしまうので、何か工夫出来たらと思う。住民

（町会自治会など）も、括弧があるとよく分かりに

くくなっているのかと改めて見て思ったので、工夫

ができたらと思う。 

〇中村会長 このような細かい文言の調整は、私と

事務局で調整させていただき、もし何か大きな問題

があれば、またお諮りするということでよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 ありがとうございます。 

 

 ……………………………………… 

 

〇中村会長 続いて、「④ 地域猫活動における地域

住民への周知の方法の検討」について、協議する。

これについて、事務局から、説明をお願いする。 

〇動物愛護指導センター所長 参考資料3をご覧く

ださい。併せて、お配りしたガイドラインの見え消
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し版の25ページもご覧ください。 

 地域猫活動において、地域住民への周知は非常に

重要なものです。特に今回のガイドラインの重要な

ポイントとして、活動の主体者の明示をあげている。

参考資料3には、その周知の手法とその効果や留意

点を記載した。効果については、地域住民と活動の

主体者それぞれの立場から記載した。地域住民にと

っては、地域猫活動の主体者が分かる、地域猫によ

る被害などの相談先が分かる、地域猫活動に関心を

持つことが期待できるといった効果が期待される。 

一方で活動の主体者にとっては、地域猫による被害

や、地域に生息する所有者のいない猫の情報を得る

手がかりとなる、トラブルになる前に苦情へ対応す

るなど地域住民と話し合うことができる、活動の主

体者以外の無責任な給餌を防止することが期待でき

る、地域猫活動への協力者を得ることが期待できる

といった効果が期待される。利点や留意点について

は、それぞれの手法ごとに記載した。例えば、チラ

シを配る場合、どの範囲まで配るのか、一度だけ配

っても転出や転入があるので、再度配ったりする必

要があるなど留意点がある。 

 今回ガイドラインでは、その手法の一例としてチ

ラシの配布、掲示板、町会の集まりなどでの活動報

告会をあげた。参考資料3の方には、その他として、

看板や戸別訪問についても記載した。 

 今回議論をお願いしたいのは、周知の手法として

どこまでガイドラインに示していくかという点です。

あくまでも地域猫活動については、その地域ごとの

ルールがベースにあるべきものですが、ガイドライ

ンに記載することによりやらなければならないもの

と解釈されてしまう恐れもあると考えている。例え

ば、看板など常時掲示していくものや、逆に戸別訪

問のように、現実的に複数回行うことができないも

のをどうしていくかという問題です。 

 地域猫活動は、地域住民の理解と合意形成があっ

て開始されるものであるから、必ずしも看板のよう

に常時掲示していくものは必要ではないかもしれな

い。これは前回会議にお呼びした NPO 法人ふなば

し地域猫活動の清水代表からも同様の話をいただい

た。 

 説明は以上になる。 

〇中村会長 チラシ、回覧板、看板や戸別訪問など、

地域住民の方へ地域猫活動を周知する方法は色々考

えられると思う。前回の会議において紹介のあった、

地域猫活動者が実際に行った周知方法は、電話番号

を知らせるチラシを配布したとのことだった。また、

地域住民へ活動者の顔が知れているので、看板の設

置は必ずしも必要ないというお話もあった。 

今の事務局の説明を受け。地域猫活動を地域住民

へ周知する方法について、ご意見のある方は、挙手

を願う。 

〇駒田委員 地域にもよると思うし、そこの地域猫

活動のやり方にもよると思う。町会自治会の協力の

範囲にもよると思うので、ガイドラインには、チラ

シ等のような形で書いたらよいと思う。ただそこで、

チラシについてだが、できれば市で作って欲しい。

市で作っていただき、清水さんが仰ったように、電

話番号を公開できるのであれば、ここの地域は我々

が管理しています、何かあったら電話してください

と書いていただいてもよいし、書けないのであれば、

名前なりグループの名前だけでもそのチラシに書い

ていただき、元となるチラシについては、市で作っ

ていただき、こういう趣旨で地域猫活動をしている

のでご協力をお願いします、のような、市のチラシ

があるとよいと思う。 

〇動物愛護指導センター所長 チラシについては、

先程の、責任の所在の議論の中で、活動者としての

責任と、市から協力をお願いしますというようなこ

とをどこまで市が書くと今度は市の責任になるのか、

その辺りは今後検討の余地があるかと考えている。 

〇平川副会長 非常に難しい内容である。立場が違

うとすごく違ってしまうので。私の立場と泉谷委員

の町会では、同じ町会長でもすごく違う。泉谷委員

のところは、地域猫活動を行っている団体があるの

で、泉谷委員はその団体から依頼を受ければ、それ

は過去の経緯から、チラシを回覧などできると思う。

ところが、私の町会自治会や周辺には、そういった

地域猫活動を行っている団体がない。そのような団

体がない中、地域猫活動といってこういうものがあ

るとチラシを配って欲しいと言われたときに、配れ
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るかどうか非常に難しい。要は、言い方が悪いが、

言い方が分からないからこう言うが、例えば、趣味

のサークルの活動の依頼、会員募集とは訳が違う。

一定の目的をもって、一定のスタンスがあり、それ

が全ての人に受け入れられるものでない場合に、そ

れを町会として出してよいのか。例えば、私の場合

だが、私が猫の不妊手術を行っていますということ

で猫好きと思われたのかもしれないが、苦情の電話

が何件かあった。町会とは、そういうところである。

自分の気に入らない事態が発生すると、それはおか

しいと必ず誰かがクレームをつける。それに、この

地域猫活動の方が返事してくれるのであればよいが、

やらないのであれば、会長が全てそれに答えなけれ

ばいけない。泉谷委員の町会は、地域猫活動を行っ

ていることを皆さんが知っており、認知されている

ので、その団体から協力依頼があったからと出すの

は、それ程難しくはないのかもしれないが、何も無

いところに、いきなりそれを出すと、なぜここで猫

の餌やりを始めるのかという話になりかねないとい

うことで、非常に難しい気がする。だから、できれ

ばこの部分については、あまり触らないで欲しいと

思う。それは、チラシが来た時に、自分で判断をし

てできると思えば行うが、中にはそうでない団体も

いないと限らない。ここでガイドラインに書かれ、

町会自治会に求めてきたらお断りできなくなる。そ

の部分は大変難しいところがある。 

〇中村会長 ありがとうございます。ガイドライン

案の中の、チラシなどの回覧、配布の辺りで、参考

資料3に書いてあるとおり、市の考え方としては、

地域の状況に合わせた周知方法をとることが望まし

いとあるので、これ以上は細かく文言を書き足した

りしないで、後は地域の判断という形でできるので

はないかと考えるがいかがか。 

〇南川委員 この④の中だが、アとイ、ウ、エは、

少し質が違う。アの活動の主体者の明示は、ある程

度必要である。イ、ウ、エは、周知方法なので、仮

に「イ 周知方法」とし、以下のような方法があり、

地域の実情に応じた周知方法で行うことが望ましい

というようなことを入れ、その下に、（ア）、（イ）、

（ウ）のように、チラシなどの配布、回覧、掲示板、

活動報告会などと書く。戸別訪問や看板を入れるか

どうかは、色々あると思うが。このようにした方が、

このままだと、イ、ウ、エが絶対なのか、地域の実

情に応じて任意で色々な方法の中から選んでくださ

いというところなのかが不明確と思った。書き方の

問題だと思うので、後の表現はお任せするが、検討

した方がよいと思った。 

〇中村会長 ありがとうございます。そうすると、

アの部分を残し、イ、ウ、エの周知方法を一つにし、

このように地域の状況に応じた周知方法を検討する

ことが望ましいとし、⑴掲示板、⑵チラシなどの配

布のようにした方がよいということでよろしいか。

私も、ご指摘のとおりと思ったので、事務局と相談

させていただき、形を整えたいと思う。看板や、戸

別訪問に関して、言及した方がよいか、何かご意見

はあるか。 

〇駒田委員 戸別訪問や看板に関しては、方法論の

一つと思うので、ガイドラインには書かなくてもよ

い。もし、地域猫活動を始める方々に何かお渡しで

きるものがあれば、こういう方法もあると示してあ

げる方がよいと思う。 

〇中村会長 ありがとうございます。駒田委員から、

ガイドラインでは敢えて看板や戸別訪問の文言を入

れなくてよいのではないかというご意見があった。

現行どおりの案でよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 では、先程の、ア～エに関しては、私

と事務局で文言を調整することとし、私に一任して

いただいてもよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 ありがとうございます。 

〇動物愛護指導センター所長 色々な自治体では、

チラシなどで周知をして理解を得るという自治体も

結構あるようである。前回、清水代表のお話を聞い

た時に、やはり、連絡先をそこに記載していくこと

が重要なのかと思った。そうしないと、ここで活動

をしているのが、誰が行っているのかというような

話になり、ここで起こっている問題や苦情は誰に相
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談すればよいのかというのが分からないので、そう

いったところは重要と考える。 

〇中村会長 ありがとうございます。一通りご意見

をいただけたと思おうが、他に意見はあるか。 

〇駒田委員 見え消し版の 20 ページのところで、

Ａが飼い主を探し屋内での飼養を目指す、これが一

番の理想と思う。その次と言ったら、ＴＮＲよりも

皆で世話をする方かと思う。地域猫活動がＴＮＲよ

りも順番が上かと思う。それはどうか。 

 また、この間清水さんに指摘されたが、そもそも

ＴＮＲと地域猫活動を分ける必要があるのかと仰っ

た。10 年程前に最初に地域猫活動を聞いた時には、

地域猫活動の中にＴＮＲが入っていて、ＴＮＲとい

う言葉が今は独立しているが、独立してないで、地

域猫の中で不妊去勢手術をします、ふやさないよう

にしますとなっていた。いつの間にかその部分だけ

が独り歩きしてしまった。それはそれでよいのだが。

町会長が判子を押さないと何も活動ができないとい

うのであれば、ＴＮＲはとりあえずしなければいけ

ないと思う。真っ先にしなければいけないと思う。

理想としては、それよりも、地域の同意を得た方が

よいのではないかと思うので、ここの書き方が少し

ぴんときていない。 

〇動物愛護指導センター所長 色々な考え方がある

と思う。理想から順番に並べていくのか、あるいは、

ＴＮＲ+Ｍ（マネージメント）というような考え方、

ＴＮＲをした上で、その後のマネージメントをどう

していくかというような考え方もあると思う。なの

で、ＴＮＲの後のマネージメントなのか、地域猫活

動の中にＴＮＲが含まれているのかという考え方で

ここの書きぶりは変わると考えている。今回ガイド

ラインに書いたのは、この会議の中でも議論があっ

た中で、まずはＴＮＲが先かというご意見があった

と思っているので、こうなっているが、委員の方の

ご意見を頂戴したい。 

〇平川副会長 今の話だが、ＴＮＲであっても、地

域猫活動であっても、飼い主のいない猫に対する地

域での取組みの一つで、どちらが上でどちらが下で

はなく、それが別々でもなく、地域猫活動がＴＮＲ

を取り込んで行ってもよいし、ＴＮＲ活動だけをし

ている人が、地域猫活動のお手伝いをしていただく

ことも可能ではないかと思う。これは、並列で動い

ていってよい事業でないかと思う。 

〇保健所長 事務局で考えているのは、ＴＮＲは地

域猫活動をする上で不可欠な手段であり、地域猫活

動をするのであれば、ＴＮＲ活動が合わせて必要な

ことで、地域猫活動をする上での前提条件となる。

地域猫活動は、地域の理解や合意が必要ですから、

我々も地域猫活動を前面に出すと、自治会の中でも

色々とご意見などがあると思う。その意味では、Ｔ

ＮＲ活動はあくまで前提の話なので、各自治会の

色々考え方があると思う。事務局で自治会を縛るな

ど、そういう形にはしたくない。そういう意味では、

前提条件であるＴＮＲ活動を先にあると考え書かせ

ていただいたことをご理解いただければと思う。 

〇泉谷委員 今色々話があったが、私の自治会では、

ＴＮＲと地域猫活動の両方合わせて、地域猫活動と

した概念で私は扱っている。地域猫という一つのく

くりからというと、両方あって然るべきと思う。私

が今取り組んでいる方法が正しいかどうかは分から

ないが、両方ともそういう形でよいのではと考える。

地域猫活動をどうするかとした問題からしたら、分

けなくてもよい。 

〇平川副会長 ＴＮＲというこの文字が、私の行っ

ている活動の後ろ盾となっている。こういうことが

あるので、お宅の猫を捕獲して手術をさせてくれな

いか、手術後はここへまた返すということを、猫に

餌やりをしてふえて困っている所へ行き、ＴＮＲ活

動というのがあるという話をして行っている。これ

が無いと、なぜ家へ返すのかと言われたことがある。

返すと言っても、ここにいた猫で、お宅が餌やりを

していた猫ですから当然そこに返すのです。ＴＮＲ

という活動があり、そのような活動の中で行ってい

るので協力してくださいと言った。結構、後ろ盾と

なっていることは確かである。 

〇中村会長 ありがとうございます。個人的な意見

だが、これのどれも優劣は無く並列であり、私の考

え方だと、Ａは個人、一人でもでき、Ｂはそれが少

し大きくなったこと、Ｃになると、地域としての活

動となり、広がり方としては、まとまっていると感
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じる。含めた方がよいというのであれば含めるが、

事務局案のとおりで納得していただけるのであれば

このままにしたいと思うがいかがか。 

〇駒田委員 納得いかない訳ではない。これを送っ

ていただいた物を見ていて、ずっと引っ掛かってお

り、頭の中で、これでよいのかと思っていて、色々

思い返してみると、最初の頃の会議で、ＴＮＲは地

域猫活動の中に入るのではないかという議論がされ

ていたのを思い出し、結局、それでこのようになっ

たのだろうと思ったが、気になったので言わせてい

ただいた。平川副会長が仰るのもよく分かった。 

〇中村会長 ありがとうございます。大きく修正し

なくてもよいか。 

〇駒田委員 はい。 

〇石川委員 先程仰っていた、ＴＮＲ+ＭのＭはど

こまでのマネージメントなのか。 

〇動物愛護指導センター所長 イメージでの話にな

ってしまうが、ＴＮＲは、捕獲し、手術し、戻すま

でで終わってしまうが、その後のマネージメントと

は、猫の生息状況を把握して、例えば新しい猫が入

ってきたりすることもあるでしょうし、もちろん、

給餌、給水、ふんの始末など、そういうところまで

含めると、ほぼそれは地域猫というような活動にな

ると思う。 

〇石川委員 Ｃの地域猫活動のところに、共生を目

指し不妊手術を行ったり、と書いてあるところを、

例えば、ＴＮＲを行った上でのような形で、プラス

アルファ、地域で猫を見守っていくのような形で書

くと、中村会長が仰ったような広がりのような形が

分かりやすいのかと思ったが、いかがか。 

〇中村会長 私と事務局で細かい調整をさせていた

だこうと考えるがよろしいか。 

〇石川委員 はい。 

〇衛生指導課長 回答が、今の石川委員のご意見の

前のものであるが、先程の、駒田委員からのご意見

のＡ、Ｂ、Ｃのところにも大きく関係すると思うが、

ガイドライン案の図2飼い主のいない猫対策の検討

例で、ⒷＴＮＲ活動、Ⓒ地域猫活動の上に、継続的

な猫の飼養管理が難しい場合と、継続的な猫の飼養

管理ができる場合のところだと思う。地域猫活動を

するにあたっても、ＴＮＲ活動をするにあたっても、

人手が必要だと思うが、今後活動を続けていくにあ

たり、飼養管理ができる場合に地域猫活動が可能で、

今のところは、飼養管理が難しいということであれ

ば、まずはＴＮＲをするという、先程のご意見のと

おり、まずは不妊をしていただき、猫の数を抑えて

いくということになると考える。 

〇中村会長 ありがとうございます。 

〇駒田委員 詳しくは調べてないが、今少し調べて

みたところ、ＴＮＲ+Ｍというのは、+Ｍの活動の中

には、どうも地域の理解というのは加わってないよ

うな感じである。そうすると、本当に言葉の定義に

なる。ＴＮＲというのがあり、ＴＮＲ+ＭやＣ、マネ

ージメントやケアなども言うようだが、ＴＮＲ+Ｍ

やＣがあり、地域の理解が得られると地域猫活動と

なるというような順番というか、広がりのような感

じと思った。 

〇中村会長 22ページの図を見ても、順番ではなく、

並列で置かれているので、特にその前の説明も順番

ということではないので、このままでよいと思うが、

いかがか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 ありがとうございます。何か他にある

か。 

〇南川会長 大小2点ある。まず、大きい方が、今

回、動物愛護法で改正された、第25条の話が、ガイ

ドライン上詳しく出てきていないことに気付いた。

「4、⑶ 飼い主のいない猫への関わり方」に関わっ

てくると思う。仮に入れるとすると、2 段落目の、

「しかし、給餌することで周辺に迷惑をかけてしま

っては、その行為に対し地域住民の理解を得ること

は難しくなります。」の後に、例えば、「今般動物愛

護管理法の改正により、給餌給水によって、周辺の

生活環境が損なわれている事態が生じている時は、

行政による指導、助言の対象となります。行政から

の指導、助言に従わずに、改善勧告にも従わない場

合は、刑事罰の対象となることが規定されました。」

といった、その辺りの記載を、全く出てきていない
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ので入れた方がよい。それとの関係で、動物愛護法

の抜粋の中で、罰則規定に第44条は入っているが、

改正法の第46条の2に、第25条第3項、第4項に

従わない場合は罰金の対象となるという罰則規定が

設けられたので、今般の動物愛護管理法の改正に伴

うガイドラインの見直しという趣旨を考えると、ど

こかに入れた方がよい。 

 もう一つは、小さい点だが、「6 各種問い合わせ

先」のところで、前回指摘のあった、「※近隣の市を

管轄する保健所～」のところに、その趣旨を入れた

方が分かりやすい。動物は色々移動するからのよう

に。例えば、海神に住んでいる方が、市川に連絡す

るが、習志野にはいいのかというところにもなる。

なぜ、近隣にも連絡をしなければいけないのかとい

う趣旨を入れた方が、どこまで連絡をするかの目安

となるのかと思った。 

〇動物愛護指導センター所長 第 25条については、

条例にも飼い主のいない猫については規定しなかっ

たので、非常に重要な項目になる。「⑸ 地域猫活動

について、Ⅰそれぞれの関係性、②市」のところに

若干記載がある。南川委員のご指摘のあったことに

ついて、文言について会長と事務局で調整させてい

ただきたいと考える。 

〇中村会長 ありがとうございます。南川委員その

ような形でよろしいか。 

〇南川委員 はい。お任せするので、ご検討いただ

ければと思う。 

〇中村会長 他にご意見はあるか。 

〇切替委員 小さなことで恐縮だが、7ページの「⑺ 

逸走（脱走）防止」のところで、最後の下から2行

目のところで、脱走と書くと、家が嫌いな感じがし

た。家は、一番好きな所でないと困るので、一番最

後の逸走（脱走）のところは、飛び出しでもよいの

ではと思った。「ケージの不具合箇所から飛び出した

りしないように」というような形はいかがか。 

 もう一点、「⑾ 災害対策」のところで、「動物の

毛などによるアレルギーの人なども避難します。」の

ところの、アレルギーの人を、アレルギーを持つ人、

または、アレルギー症状を持つ人とした方がよいと

思った。 

〇中村会長 ありがとうございます。脱走を飛び出

しにすることに関して何かあるか。 

〇動物愛護指導センター所長 文言については検討

させていただく。逸走という言葉が、市民の方にど

れだけ浸透している言葉なのかということを今回考

慮し、（脱走）を加えた。切替委員のご意見を参考に

し、例えば、逸走という書き方にするのか、最終段

階になっているので、会長と話を進めてお示しした

い。 

〇切替委員 全部でなく、最後のところだけは飛び

出しでもよいのかと思った。 

〇保健所長 今のご指摘のところについて、広い意

味では検討はしてみたいと思う。せめて最後のとこ

ろだけでもと仰ったところは、その一つ上の行にも

飛び出しという言葉が出ているので、その流れでみ

ると、仰っていることはごく自然だとは思う。ただ、

もっと広い意味も含めて、もう一度念のため事務局

で検討し、会長に相談させていただければと思う。 

〇中村会長 ありがとうございます。他に意見はあ

るか。 

〇平川副会長 南川委員にお聞きしたい。犬及び猫

10 頭以上というのは、猫 15 匹ならよいのかという

ふうにはならいか。 

〇南川委員 それはならない。 

〇平川副会長 犬と猫を合わせて 10 頭以上と書い

てある。これは合わせてだから、自分は猫だけで20

頭だからいらないとならないかと思った。 

〇駒田委員 県条例もこうなっている。 

〇中村会長 では、修正箇所が幾つかありましたの

で、ガイドライン（案）につきましては、私と事務

局で最後体裁を整えさせていただき、条例の施行と

同じ、7月1日に発行するということでよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇中村会長 今回ガイドラインの見直しに当たって

は、コロナ禍であり、委員の皆様には、非常に忙し

いスケジュールの中、ご協力をいただきありがとう

ございました。欠席委員もおらず、本当に根気よく

議論をしていただき、このようにガイドラインがで

きあがり心から安堵している。ありがとうございま

した。委員の皆様には、動物愛護団体、市民、町会
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自治会、弁護士といった別々の分野からご意見をい

ただき、大変勉強になった。最後に、犬や猫の飼養

については、社会の秩序を守りながら、かわいそう

な動物をこれ以上生み出さないようにするほか、人

に迷惑をかけないことを予防することが大事だと思

う。船橋市の住環境や、高齢化や孤立化などといっ

た社会状況など、気に掛けなくてはいけないことは

多くあるが、犬や猫が適正飼養され、人と動物との

調和のとれた共生社会を作るために、改めて関係者

の皆様のご尽力を期待したいと思う。本当に、ご協

力ありがとうございました。 

 

……………………………………… 

 

2. 次回の会議について 

［説明］ 

○動物愛護指導センター所長 本日、第 16 回動物

愛護管理対策会議で、皆様にガイドライン（案）に

ついて、最終的なご意見を頂戴した。 

次回は、令和3年8月頃を予定している。その中

では、「犬猫の飼養・管理に関する普及啓発の内容に

ついて」ご意見をいただけたらと思う。また、「多頭

飼育の届出状況について」は、7 月 1 日から条例が

施行されるので、その届出状況の報告ができたらよ

いと考えている。その他にも、検討していきたいと

考えている。 

○中村会長 お聞きのとおりです。本日説明のあっ

た、犬猫の飼養・管理に関する普及啓発の内容につ

いて、多頭飼育の届出状況についてなどを次回の議

題としたいと思いますが、よろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中村会長 では、次回の会議では、事務局提案の

とおりとする。 

 次回の会議ですが、日時は、後日事務局と調整し

て決定することとしてよろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中村会長 他に、ご意見はあるか。 

○駒田委員 ガイドラインの最後に、対策会議の委

員名簿が入っているが、今現在の方々の名前しか載

っていないが、これ以外にも長年ご協力いただいた

委員の方々もいるので、その方々も書いたらいかが

かと思った。また、私の所属が違うので、これは修

正してください。 

○動物愛護指導センター所長 大変失礼いたしまし

た。後程、修正します。 

○石川委員 ガイドラインは、皆様お忙しい中、色々

と犬猫のために考えてくださりありがとうございま

した。修正前は、禁止事項がすごく多かった。これ

をやったら駄目という感じの書き方がすごく多かっ

たが、これは義務なので行ってくださいという伝え

方になり、すごく良くなりよいと思った。ありがと

うございました。また、猫のことで、これは余談だ

が、今イオンペットで、ライフハウスという犬猫用

の譲渡施設をイオンの中に構え、飼い主希望されて

いる方を見つけるという取組みをずっと行っている

ようである。私が住んでいるところは、習志野が近

いので、最寄のイオンでは、千葉市のセンターの犬

猫についてよく募集されており、飼い主希望される

方と猫が出会えて、幸せな猫が沢山いるように見受

けられる。船橋市でも、市内のイオンの施設にお願

いしてみることはできないか。犬や猫が、動物愛護

指導センターの中だけでなく、そういう所で色々な

方に見ていただくことで、動物愛護指導センターの

活動等もより皆様にご理解いただけるのではないか

と思われる。いかがか。 

○衛生指導課長 ありがとうございます。イオンと

船橋市で提携を進めていたかと思う。各課で、どう

いう取組みをイオンと協働できるか、お願いできる

かということが現状もあるので、その中でお話をさ

せていただき、いつ実現するかというのは、これか

らの過程で分からないが、可能性としてはあると考

えている。 

 

------------------------------ 

 

○中村会長 以上で、第 16 回動物愛護管理対策会

議を閉会する。 

午後3時45分閉会 
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［閉会後］ 

○衛生指導課長 中村会長ありがとうございました。

また、委員の皆様には、円滑な議事進行にご協力い

ただき、ありがとうございました。 

 また、ガイドラインの作成にあたり、実際に市民

の皆様が使えるガイドラインとなるよう、非常に重

要なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 本日の議事録については、調整でき次第、委員の

皆様に送付させていただくので、内容のご確認をお

願いしたい。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

------------------------------ 

［出席委員］ 

中村会長 

平川副会長 

泉谷委員 

切替委員 

駒田委員 
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佐藤委員 

南川委員 
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なし 

［関係職員］ 

筒井保健所長 

髙橋保健所理事 

松野保健所次長 

岩田衛生指導課長 

竹田衛生指導課長補佐 

鈴木動物愛護指導センター所長 

千葉動物愛護指導センター副主査 
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